
2025 年  （令和７年）  11 月 1 日

みんなを 笑顔に

　小規模企業の個人事業主や会社等の役員の方々が事業の廃止や退職
されたときに、その後の生活資金や事業の再建資金などのためにあら
かじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主のための退職金制度
」です。

　
・掛金は全額所得控除できます。
・共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱いのため、税

法上も有利です。
・共済金の受け取りは、「一括受け取り」「分割受け取り」および「一

括受け取りと分割受け取りの併用」が選択できます。
・納付した掛金総額の範囲内で貸付が受けられます。
・毎月の掛け金は１，０００円～７０，０００円（５００円刻み）

で自由に選択でき、掛金の増減額もできます。（減額の場合は一
定の要件が必要です）

・年払い、半年払いもできます。

　   
・常時使用する従業員が 20 人（宿泊、娯楽業を除くサービス業と

商業は 5 人以下）の個人事業主と会社の役員、個人事業主に属す
る共同経営者

　　経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）は、取引先事
業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥るこ
とを防止するための共済制度です。 中小企業倒産防止共済法に基づ
き、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

　
・最高８，０００万円の貸し付けが受けられます。
・共済貸付金は、無担保・無保証人・無利子です。
・掛金５，０００円～２００，０００円までの５，０００円単位で

自由に設定できます。
・税務上、法人の場合は損金、個人事業の場合は必要経費に算入で

きます。

　   
・引き続き 1 年以上事業を継続して行っていること。
・以下の表に該当する方。

　・法人税、所得税を滞納してないこと。

制度の特色 制度の特色

加入条件

加入条件 製造業・建設業・運送業その他の業種
卸売業
サービス業
小売業

3 億円以下
1 億円以下
5 千万円以下
5 千万円以下

300 人以下
100 人以下
100 人以下
50 人以下

業種 資本金等の額 従業員数

専用ウェブサイトから
オンラインで手続きが▶▶▶
できます。
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共済制度
オンライン
受付サービス

問い合わせ
東金商工会議所　
 ℡ 0475（52）1101

小規模企業共済

掛金の前納や掛金額の変更手続きはお早めに！

経営セーフティ共済
（中小企業倒産防止共済）

中小企業基盤整備機構
 ℡ 050（5541）7171（共済相談室）

第15回東金チャリティーコンサート
明治大学マンドリン倶楽部

本紙面に掲載されている情報は抜粋したものです。
必ず申請要領を確認の上お申し込みください。

補助上限額 3,000万円（下限500万円）

補助率 補助対象経費の1/2

補助対象経費 生産性向上等に要する機械装置・システム構築費・設備処分費
詳細は、申請要領をご参照ください。

申請受付締切 令和7年12月19日（金）17：00まで（先着順ではありません）

事業実施期間 交付決定～ 実績報告提出期限：令和9年2月15日（月）まで

申請方法 電子申請のみ（専用ポータルサイト）で受け付けています。
郵送での申請は一切受け付けていません。

千葉県中小企業
成長促進補助金
（第２弾）

＜一般型＞

第18回

小規模事業者持続化補助金

本紙面に掲載されている情報
は抜粋したものです。必ず公
募要領を確認の上お申し込み
ください。

対 象 者

申請前に個別に相談したい事業者はご利用ください。

申請受付締切

11月28日(金)17：00

【問い合わせ】　千葉県中小企業成長促進補助金事務局
　　　　　　　　☎  0120（511）199

▶本補助金には審査があり、申請が不採択になる場合があります。
　補助事業遂行の際には 自己負担が必要となり、補助金は後払いです。

従業員数が「商業・サービス業の場
合5人以下、製造業またはそれ以外の
業種の場合20人以下である事業者

≪手続きの流れ≫

開催日：11月14日(金)・17日(月)
時　間：①13：00～②14：15～ ③15：30～
会　場：東金商工会館2階相談室
相談員：中小企業診断士　伊能賢一 氏
相談料：無料
申込先：個別相談会は先着順のため
　　　　お電話でお申込みください。
　　　　☎ 0475（52）1101

個別相談会（予約制：1社60分）

補助上限 50万

補 助 率 2/3

申請方法

小規模事業者持続化補助金事務局

（特例を活用した場合は最大250万円）

電子申請のみ
（GビズIDアカウント必要）

問

☎ 03（6634）9307

小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、持続的な経営に向けた経
営計画に基づく販路開拓等の取組を支援します。（令和7年10月15日現在の情報です。内容
は変わる可能性があります。）

中小企業成長促進補助金は、積極的な賃上げや投資等を行う意欲の高い中小企業等が、地域
の景気や雇用を支える企業へ成長できるよう、省力化・業務効率化や 生産性向上の実現に必
要な設備投資に要する経費の一部を千葉県が補助 するものです。

ご 確 認
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締切
11月18日

締切
11月28日
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